
○ 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ）

改  正  案 現     行 
第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

（１）～（24） （略） 

（25） 主要な経営指標等の推移 

ａ 最近５連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（以下このａにおいて「連結財務諸表規則

による指標等」という。）の推移について記載すること。 

  なお、特定会社（連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社をいう。以下この様式において

同じ。）が連結財務諸表規則第93条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基

準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（以下この様式におい

て「指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合」という。）には、当該連結財務諸表に係

る連結会計年度（第四号の三様式記載上の注意（18）のｈにより指定国際会計基準による連結会計年

度に係る連結財務諸表を記載した場合における当該連結会計年度を含む。）については、連結財務諸

表規則による指標等に相当する指標等の推移について記載すること。この場合において、当該連結会

計年度について（30）のｄにより要約連結財務諸表を作成した場合には、当該要約連結財務諸表に基

づく主要な経営指標等の推移について併せて記載すること。 

 （ａ）～（ｑ） （略） 

ｂ～ｄ （略） 

（26）～（87） （略） 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

（１）～（24） （略） 

（25） 主要な経営指標等の推移 

ａ 最近５連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（以下このａにおいて「連結財務諸表規則

による指標等」という。）の推移について記載すること。 

  なお、特定会社（連結財務諸表規則第１条の２第１項に規定する特定会社をいい、同条第２項の規

定により特定会社とみなされる会社を含む。以下この様式において同じ。）が連結財務諸表規則第93

条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において

同じ。）により連結財務諸表を作成した場合（以下この様式において「指定国際会計基準により連結

財務諸表を作成した場合」という。）には、当該連結財務諸表に係る連結会計年度（第四号の三様式

記載上の注意（18）のｇにより指定国際会計基準による連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した

場合における当該連結会計年度を含む。）については、連結財務諸表規則による指標等に相当する指

標等の推移について記載すること。この場合において、当該連結会計年度について（30）のｄにより

要約連結財務諸表を作成した場合には、当該要約連結財務諸表に基づく主要な経営指標等の推移につ

いて併せて記載すること。 

 （ａ）～（ｑ） （略） 

ｂ～ｄ （略） 

（26）～（87） （略） 



改  正  案 現     行 
第二号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

（１） （略） 

（２） 追完情報 

  ａ～ｃ （略） 

ｄ （３）のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載している会社においては、次の（ａ）から（ｅ）

までに掲げる場合に応じ、当該（ａ）から（ｅ）までに掲げる事項を前年同期と比較して記載するこ

と。 

  （ａ） 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむ

ね３月を経過した日から令第４条の２の10第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会社（第

17条の15第２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）である場合

には令第４条の２の10第４項に規定する期間。以下この様式において「提出期間」という。）

を経過する日までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度の最初の四半期連結会

計期間に係る四半期連結貸借対照表（提出会社が特定会社（連結財務諸表規則第１条の２に規

定する特定会社をいう。以下この様式において同じ。）であって、四半期連結財務諸表規則第

93条の規定により指定国際会計基準（同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式

において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成した場合には、四半期連結貸借対照表に相

当するものをいう。（ｂ）及び（ｃ）において同じ。）を掲げた場合を除く。） 当該次の連

結会計年度開始後３月の業績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、

当該形式により記載すること。） 

 （ｂ）～（ｅ） （略） 

ｅ～ｇ （略） 

（３）・（４） （略） 

第二号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

（略） 

（記載上の注意） 

（１） （略） 

（２） 追完情報 

  ａ～ｃ （略） 

ｄ （３）のａの有価証券報告書に連結財務諸表を記載している会社においては、次の（ａ）から（ｅ）

までに掲げる場合に応じ、当該（ａ）から（ｅ）までに掲げる事項を前年同期と比較して記載するこ

と。 

  （ａ） 四半期報告書を提出する会社において、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむ

ね３月を経過した日から令第４条の２の10第３項に規定する期間（提出会社が特定事業会社（第

17条の15第２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）である場合

には令第４条の２の10第４項に規定する期間。以下この様式において「提出期間」という。）

を経過する日までの間に届出書を提出する場合（当該次の連結会計年度の最初の四半期連結会

計期間に係る四半期連結貸借対照表（提出会社が特定会社（連結財務諸表規則第１条の２第１

項に規定する特定会社をいい、同条第２項の規定により特定会社とみなされる会社を含む。以

下この様式において同じ。）であって、四半期連結財務諸表規則第93条の規定により指定国際

会計基準（同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により四

半期連結財務諸表を作成した場合には、四半期連結貸借対照表に相当するものをいう。（ｂ）

及び（ｃ）において同じ。）を掲げた場合を除く。） 当該次の連結会計年度開始後３月の業

績の概要（四半期連結財務諸表の形式による記載が可能なときは、当該形式により記載するこ

と。） 

 （ｂ）～（ｅ） （略） 

ｅ～ｇ （略） 

（３）・（４） （略） 



改  正  案 現     行 
第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

（略） 

（１）～（39） （略） 

（40） 連結財務諸表 

  ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結

株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準（連結財務諸表規則

第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作

成した場合（特定会社（連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社をいう。（47）のｂにおい

て同じ。）が連結財務諸表規則第93条の規定により指定国際会計基準による連結財務諸表を作成した

場合に限る。（63）において同じ。）にあっては、それぞれ連結貸借対照表、連結損益計算書及び連

結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに連結キャッシ

ュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下この様式において同じ。）については、連結財務諸表

規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計

年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第５条第１項又は第24条第１項から第３項までの規

定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連

結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表（連結財務諸表規則第８条の３に規定する比較情

報を除く。）について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配

列して記載すること。 

ｂ・ｃ （略） 

（41）～（66） （略） 

第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

（略） 

（１）～（39） （略） 

（40） 連結財務諸表 

  ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結

株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書（指定国際会計基準（連結財務諸表規則

第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により連結財務諸表を作

成した場合（特定会社（連結財務諸表規則第１条の２第１項に規定する特定会社をいい、同条第２項

の規定により特定会社とみなされる会社を含む。（47）のｂにおいて同じ。）が連結財務諸表規則第

93条の規定により指定国際会計基準による連結財務諸表を作成した場合に限る。（63）において同じ。）

にあっては、それぞれ連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包

括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをい

う。以下この様式において同じ。）については、連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当

連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務

諸表が法第５条第１項又は第24条第１項から第３項までの規定により提出された届出書又は有価証

券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る

連結財務諸表（連結財務諸表規則第８条の３に規定する比較情報を除く。）について、当連結会計年

度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 

ｂ・ｃ （略） 

（41）～（66） （略） 



改  正  案 現     行 
第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

（１）～（４） （略） 

（５） 主要な経営指標等の推移 

ａ 提出会社が四半期連結財務諸表を作成している場合（当該提出会社が特定事業会社（第17条の15第

２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）であって、当四半期連結会計

期間が第２四半期連結会計期間（当連結会計年度の最初の四半期連結会計期間（以下この様式におい

て「第１四半期連結会計期間」という。）の翌四半期連結会計期間をいう。以下この様式において同

じ。）である場合を除く。）には、当四半期連結累計期間及び当四半期連結累計期間に対応する前年

の四半期連結累計期間（以下この様式において「前年同四半期連結累計期間」という。）並びに最近

連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会計基準（連結財務諸表規則第93条に規

定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成し

た場合（特定会社（四半期連結財務諸表規則第１条の２に規定する特定会社をいう。以下この様式に

おいて同じ。）が四半期連結財務諸表規則第93条の規定により指定国際会計基準による四半期連結財

務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）は、これらの経営指標等に相当する指

標等（（18）のｈにより指定国際会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表を記

載する場合は、これらに相当する指標等））の推移について記載すること。ただし、（ａ）、（ｃ）

及び（ｉ）については、「第４ 経理の状況」において当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益

計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を記載する場合に、当

四半期連結会計期間及び当四半期連結会計期間に対応する前年の四半期連結会計期間（以下この様式

において「前年同四半期連結会計期間」という。）に係るものの括弧書きを併せて記載し、（ｇ）、

（ｈ）及び（ｍ）については当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の末日並びに最近

連結会計年度の末日に係るものを記載し、（ｎ）、（ｏ）、（ｐ）及び（ｑ）については当四半期連

結会計期間が第２四半期連結会計期間である場合又は第２四半期連結会計期間以外の四半期連結会

計期間であって「第４ 経理の状況」に四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載した場合におい

て、当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間並びに最近連結会計年度に係るものを記載

すること。 

 （ａ）～（ｑ） （略） 

ｂ～ｅ （略） 

（６） 事業の内容 

ａ （略） 

ｂ （18）のｈにより第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書に指定国際会計基準により作成した

最近連結会計年度に係る連結財務諸表を記載する場合には、当該連結財務諸表における主要な項目

と最近事業年度に係る有価証券報告書に記載した最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係

る連結財務諸表における主要な項目との差異に関する事項（当該差異の概算額等）を記載すること。

ただし、四半期連結財務諸表規則第95条において準用する連結財務諸表規則第95条又は四半期連結

財務諸表規則附則第４条第１項の規定に基づき、米国預託証券の発行等に関して要請されている用

語、様式及び作成方法により四半期連結財務諸表を作成した提出会社が指定国際会計基準により四

半期連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

ｃ （略） 

（７）～（17） （略） 

第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

（略） 

（記載上の注意） 

（１）～（４） （略） 

（５） 主要な経営指標等の推移 

ａ 提出会社が四半期連結財務諸表を作成している場合（当該提出会社が特定事業会社（第17条の15第

２項に規定する事業を行う会社をいう。以下この様式において同じ。）であって、当四半期連結会計

期間が第２四半期連結会計期間（当連結会計年度の最初の四半期連結会計期間（以下この様式におい

て「第１四半期連結会計期間」という。）の翌四半期連結会計期間をいう。以下この様式において同

じ。）である場合を除く。）には、当四半期連結累計期間及び当四半期連結累計期間に対応する前年

の四半期連結累計期間（以下この様式において「前年同四半期連結累計期間」という。）並びに最近

連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会計基準（連結財務諸表規則第93条に規

定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）により四半期連結財務諸表を作成し

た場合（特定会社（四半期連結財務諸表規則第１条の２第１項に規定する特定会社をいい、同条第２

項の規定により特定会社とみなされる会社を含む。以下この様式において同じ。）が四半期連結財務

諸表規則第93条の規定により指定国際会計基準による四半期連結財務諸表を作成した場合に限る。以

下この様式において同じ。）は、これらの経営指標等に相当する指標等（（18）のｇにより指定国際

会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表を記載する場合は、これらに相当する

指標等））の推移について記載すること。ただし、（ａ）、（ｃ）及び（ｉ）については、「第４ 経

理の状況」において当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算

書又は四半期連結損益及び包括利益計算書を記載する場合に、当四半期連結会計期間及び当四半期連

結会計期間に対応する前年の四半期連結会計期間（以下この様式において「前年同四半期連結会計期

間」という。）に係るものの括弧書きを併せて記載し、（ｇ）、（ｈ）及び（ｍ）については当四半

期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の末日並びに最近連結会計年度の末日に係るものを

記載し、（ｎ）、（ｏ）、（ｐ）及び（ｑ）については当四半期連結会計期間が第２四半期連結会計

期間である場合又は第２四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間であって「第４ 経理の状

況」に四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載した場合において、当四半期連結累計期間及び前

年同四半期連結累計期間並びに最近連結会計年度に係るものを記載すること。 

 （ａ）～（ｑ） （略） 

ｂ～ｅ （略） 

（６） 事業の内容 

ａ （略） 

ｂ （18）ｇの規定により第１四半期連結会計期間に係る四半期報告書に指定国際会計基準により作成

した最近連結会計年度に係る連結財務諸表を記載する場合には、当該連結財務諸表における主要な

項目と最近事業年度に係る有価証券報告書に記載した最近連結会計年度及びその直前連結会計年度

に係る連結財務諸表における主要な項目との差異に関する事項（当該差異の概算額等）を記載する

こと。ただし、四半期連結財務諸表規則第95条において準用する連結財務諸表規則第95条又は四半

期連結財務諸表規則附則第４条第１項の規定に基づき、米国預託証券の発行等に関して要請されて

いる用語、様式及び作成方法により四半期連結財務諸表を作成した提出会社が指定国際会計基準に

より四半期連結財務諸表を作成した場合は、記載を要しない。 

ｃ （略） 

（７）～（17） （略） 



（18） 経理の状況 

ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令若しくは準則の定めるところによりは

これに準じて四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表（ｇにおいて「四半期連結財務諸表等」という。）

を作成している場合には、その旨を記載すること。 

ｂ～ｅ （略） 

ｆ 提出会社が四半期連結財務諸表等（ｅにより中間連結財務諸表等を作成している場合には、中間連

結財務諸表等）の適正性を確保するための特段の取組みを行っている場合には、その旨及びその取組

みの具体的な内容を記載すること。ただし、前事業年度の有価証券報告書又は当四半期連結累計期間

（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期累計期間）に提出した有価証券届出書に記

載された連結財務諸表及び財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに重要な変更がない場

合には、記載を要しない。 

ｇ 四半期連結財務諸表等又は中間連結財務諸表等について公認会計士又は監査法人の監査証明を受

けている場合には、その旨及び公認会計士の氏名又は監査法人の名称を記載すること。 

  なお、当四半期連結会計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期会計期間）

において、公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。 

ｈ 特定会社が連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した最近連結会計年度及び

その直前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した最近事業年度に係る有価証券報告書を法第24

条第１項の規定により提出しており、当該有価証券報告書の提出後第１四半期連結会計期間に係る四

半期報告書を提出するまでの間において、最近連結会計年度に係る連結財務諸表を初めて指定国際会

計基準により作成した場合には、当該四半期報告書において（19）から（24）までにより記載した四

半期連結財務諸表の下に「国際会計基準による前連結会計年度に係る連結財務諸表」の項を設け、当

該連結財務諸表を記載することができる。 

（19）～（36） （略） 

（18） 経理の状況 

ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令若しくは準則の定めるところにより又

はこれに準じて四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表（ｆにおいて「四半期連結財務諸表等」とい

う。）を作成している場合には、その旨を記載すること。 

ｂ～ｅ （略） 

（新設） 

ｆ 四半期連結財務諸表等又は中間連結財務諸表等について公認会計士又は監査法人の監査証明を受

けている場合には、その旨及び公認会計士の氏名又は監査法人の名称を記載すること。 

  なお、当四半期連結会計期間（四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期会計期間）

において、公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。 

ｇ 特定会社が連結財務諸表規則（第七章及び第八章を除く。）により作成した最近連結会計年度及び

その直前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載した最近事業年度に係る有価証券報告書を法第24

条第１項の規定により提出しており、当該有価証券報告書の提出後第１四半期連結会計期間に係る四

半期報告書を提出するまでの間において、最近連結会計年度に係る連結財務諸表を初めて指定国際会

計基準により作成した場合には、当該四半期報告書において（19）から（24）までにより記載した四

半期連結財務諸表の下に「国際会計基準による前連結会計年度に係る連結財務諸表」の項を設け、当

該連結財務諸表を記載することができる。 

（19）～（36） （略） 



改  正  案 現     行 
第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】                半期報告書  

（略） 

（記載上の注意） 

（１）～（４） （略） 

（５） 主要な経営指標等の推移 

ａ 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会

計基準（連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）

により中間連結財務諸表を作成した場合（特定会社（中間連結財務諸表規則第１条の２に規定する特

定会社をいう。以下この様式において同じ。）が中間連結財務諸表規則第87条の規定により指定国際

会計基準による中間連結財務諸表を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）は、これら

の経営指標等に相当する指標等）の推移について記載すること。 

 （ａ）～（ｓ） （略） 

ｂ・ｃ （略） 

（６）～（23） （略） 

（24） 経理の状況 

ａ～ｄ （略）  

ｅ 提出会社が中間連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っている場合には、そ

の旨及びその取組みの具体的な内容を記載すること。ただし、前事業年度の有価証券報告書又は当中

間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）に提出した有価証券

届出書に記載された連結財務諸表及び財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに重要な変

更がない場合には、記載を要しない。 

ｆ 中間連結財務諸表等について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨及

び公認会計士の氏名又は監査法人の名称を記載すること。 

  なお、当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）におい

て、公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。 

（25）～（46） （略） 

第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】                半期報告書  

（略） 

（記載上の注意） 

（１）～（４） （略） 

（５） 主要な経営指標等の推移 

ａ 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等（指定国際会

計基準（連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この様式において同じ。）

により中間連結財務諸表を作成した場合（特定会社（中間連結財務諸表規則第１条の２第１項に規定

する特定会社をいい、同条第２項の規定により特定会社とみなされる会社を含む。以下この様式にお

いて同じ。）が中間連結財務諸表規則第87条の規定により指定国際会計基準による中間連結財務諸表

を作成した場合に限る。以下この様式において同じ。）は、これらの経営指標等に相当する指標等）

の推移について記載すること。 

 （ａ）～（ｓ） （略） 

ｂ・ｃ （略） 

（６）～（23） （略） 

（24） 経理の状況 

ａ～ｄ （略）  

（新設） 

ｅ 中間連結財務諸表等について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨及

び公認会計士の氏名又は監査法人の名称を記載すること。 

  なお、当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）におい

て、公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。 

（25）～（46） （略） 


